
毛
ウ

l
毛
チ

慌
の
刻
。
町
永
二
十
年
前
川
刺
作
山
の
御
射
手
と
し
て
、

知
行
百
石
・
料
五
十
石
を
泣
け
、
山
H
.H

干
二
年
間
問
。
子

孫
相
州
出
い
で
滞
に
仕
へ
る
。

モ
ウ
リ
ギ
ダ
ユ
ウ
毛
利
儀

太

夫

初

め
秘
七
。

前
川
利
家
に
仕
へ
て
二
百
二
十
石
を
領
し
、
巾
頃
浪

人
し
た
が
、
郎
容
の
後
沢
一
白
二
十
依
荷
受
け
た
。
子

孫
滞
に

m裂
す
る
。

モ
ウ
リ
キ
ユ
ウ
ザ
エ
モ
ン
毛
利
久
左
衛
門

院

長
二
年
父
六
郎
友
衛
門
の
治
知
百
五
十
討
を
受
け
て

前
川
利
市
に
鍛
し
、
加
品
抑
制
皮
に
し
て
凶
川
石
に
宅

。
、
流
氷
二
十
年
致
刊、

品
用
郎
三
年
一
一
対
十
七
日
夜

し
た
。

モ
ウ
リ
ク
ロ
ベ
エ
毛
利
九
郎
兵
衛

天
正
九
年

総
出
信
長
が
諸
怖
を
加
到
に
封
じ
た
町
、
毛
利
九
郎

ヲ，
-q
d
7

兵
衛
は
三
戸
川
弘
太
郎
と
共
に
、
能
渋
川
二
山
城
に

白
か
れ
た
。
こ
の
年
=
一
用
、
信
H
N
は
京
仰
に
小
川内揃

を
行
ひ
、
越
則
加
れ
・継
巾
の
判
州
大
名
多
〈
京
都
に

上
っ
た
が
、
加
れ
の
一
山
世
間
守
そ
の
耐
に
来
じ
て
蜂
起

し
、
二
曲
械
を
攻
め
て
九
郎
兵
衛
以
下
を
殺
し
た
。

尼
山
の
城
主
佐
久
間
山
間
政
相
叩
キ
一得
て
直
に
救
怨
し
、

途
に
し
て
阪
に

mM制
し
た
こ
と
そ
山
聞
い
た
が
、
間
定

せ
て
こ
山
に
社
主
、

一
伎
札
苛
剛
史
刊
し
て
山
明
川
明
暗
ゲ
壮
閉
館

し
た
と
い
ふ
。

モ
ウ
リ
ス
ケ
エ
モ
ン
毛
利
助
右
衛
門

航
山
長

知
に
仕
へ

、
初
め
級
訂
五
十
布
。
大
坂
引
役
に
功
あ

り
、

抱
一氷
入
年
二
一
内
布
中
~
加
へ
て
胤
(
力
に
涼
み
、
民

安
元
年
V
〈
日出十
ゲ仰
を
合

ω世
間
γ
川
右
と
な
っ
た
。
出

治
三
年
波
。
そ
の
子
U
A
太
夫
正
法
の
附
に
ム
京
っ
て
滞

阻
と
な
っ
た
。

モ
ウ
リ
ハ
ン
エ
モ
ン
毛
利
宇
右
衛

門

文

献
二

年
三
且
則
一凶
努
吉
が
伏
見
川
そ
波
探
し
た
時
、
前
川

利
家
は
工

mを
的
取
。
、
惣
怒
行
を
H
H
辿
龍
が
勤
め

た
。
こ
の
附
河
水
を
収
切
る
泊
、
川
除
を
つ
き
川
し

た
が
、
水
俣
〈
底
深
く
し
て
雌
俗
に
及
ん
だ
が
、
大

工
学
右
術
門
は
枠
を
武
て
る
こ
と
を
巾
出
で
、
俄
か

に
拡
十
川
二
郎
の
作

m小
伝
を
作
っ
て
U

M

足
を
組
ま

世
、
こ
の
計
引
が
成
功
し
た
の
で
、
辿
加
は
牢
右
衛

門
を
召
抱
へ

、
百
五
十
石
を
扶
持
し
た
。
後
見
永
九

M
M

・滞
が
小
立
野
に
疏
水
し
よ
う
と
し
た
時
、
叉
牢
右

衛
門
そ
然
め
た
が
、
低
に
死
ん
で
貯
な
か
っ
た
。

モ
ウ
リ
ヒ
一
ア
ユ
キ
毛
利
英
之

沼
紛
助
右
衛
門
。

学
卒
の
子
。
武
永
三
年
新
知
百
一
治
十
石
を
受
け
、
前

川
古
口
絡
の
御
小
怖
と
な
り
、手
保
九
年
百
石
を
加
へ
、

出世
小
抑
制
円
に
任
じ
、
十
凶
年
定
務
御
番
聞
に
知
山
ん

だ
が
、
イ
六
年
十
月
十
九
日
そ
の
裂
と

口
論
し
た

判的
、
川
太
郎
兵
紛
の
伐
に
怨
さ
れ
た
。
平
年
四
十=一
。

太
郎
兵
術
は
一
一
十
除
年
前
江
戸
に
川
狩
し
た
が
、
後

に
英
之
に
益
は
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
り
、
十
七
年
間

五
月
引
一
日
御
預
入
門制
山
阿
川
口
の
吟
訟
で
切
腹
せ
し
め

ら
れ
た
。

モ
ウ
リ
ヒ
ョ
ウ
ゴ
毛
利
兵
庫

元
利
元
年
前
旧

利
治
に
引
へ
て
八
百
石
を
節
し
た
。

子
孫
滞
に
世
襲

す
る
。

モ
ヲ
フ
ソ

ニ
ン

獣

諮

認

忍

山

洞
宗
の
尼
。
能

肴
の
人
酒
勾
八
郎
矧
線
の
女
、
滋
野
三
郎
信
直
の
裂

で
あ
る
。
長
山
組
問
叩
の
大
衆
寺
に
町
た
時
、
信
直
と

共
に
之
を
そ
の
邸
に
総
じ
て
受
戒
し、

酒
井
保
の
山

世
間
を
祭
山
に
附
し
た
か
ら
、
正
和
二
年
築
山
は
こ
主

に
洞
谷
山
永
光
寺
を
創
め
た
。
元
郎
元
年
組
忽
築
山

に
よ
っ
て
剃
髪
し
、
元
亨
元
年
衣
法
そ
附
せ
ら
れ
、

m
E
年
祭
山
腕
恕
的
に
悶
通
院
を
阿
川
へ

、
組
忽
が
ほ
の

頂
砲
し
た
慨
川
忠
商
を
安
位
L
、
組
忽
を
し
て
之
を
守

ら
し
め
た
。
寂
す
る
同
年
入
十
品川。

モ
タ
リ
ヨ
ウ

談

T

河
北
郡
二
日
市
長
宗
東
涯

現
入
寺
十
二
代
の
佐
持
。
法
名
川
出
紙
、
制
成
院
と
解

し
、北
山
と
削
臥
し
た
ow比
政
凶
年
賢
明
に
取
ぴ
、
文
化

元
年
前
品
川
以
白
日
の
出
附
田
町
司
に
任
じ
、
次
い
で
授
司
に

浩
み
、加
鈎
法
論
に
付
お
般
み
方
の
首
領
と
し
て
、文

政
八
年
札
問
を
交
け
た
。
弘
化
一
一
年
十
且

H
八
日
寂
、

的
七
十
九
。
詩
人
寺
は
後
に
品
川
谷
氏
を
脱
す
る
。

モ
ヲ
ロ
ウ
木
部

珠
洲
郡
木
郎
郷
に
在
っ
た
部

品
名
。

J
モ
タ
ロ
ウ
ジ
木
郎
寺
。

モ
テ
ロ
ウ
ガ

ハ

木
部
川

J
hy
ノ
リ
ガ
ハ
ジ

リ

ガ

ハ

九

恩
川
尻
川
。

モ
ヲ
ロ
ウ

ゴ

ウ

木

部

郷

味

洲
怖
に
山
由
し
、
滞

政
時
代
で
は
、
調
棋
・小
捕
・大
開
・民
協
・小
木
・市，

組問
・越
坂
・
新
保
・長
尾
・白
丸
・
四
方
山

-I
壁
・九
里

川
尻
・
布
捕
・
松抽出
・怒
踏
・
宮
犬
・一山由民
・
秩
吉
・河
ゲ

谷
・不
動
寺
・行
延
・山
中
・時
長
-m
叩
川
市
寺
・
凶
蛮
・上

部
，
妨
・蜘神山
・間
代
の
三
十
ヶ
村
を
含
ん
で
居
た
。
文

化
十
年
の
部
方
自
上
に
、
・
木
郎
郷
三
十
ゲ
村
は
佐
官

若
山
庄
木
郎
郷
と
唱
へ
た
同
と
あ
る
。
果
し
て
そ
れ

が
事
釘
な
ら
ば
も
と
は
若
山
庄
の
巾
で
あ
っ
た
の
で

あ
ら
・ヲ。

モ
ウ
リ
マ
サ
モ
ト
毛
利
正
装
一
泊
総
父
太
夫
。

助
布
術
門
の
子
。
航
山
山
次
の
胤
(
力
と
し
て
株
間
百

布中山
MX
け
、
寛
文
一
二
年
定
検
地
お
行
、
五
年
附
凶
作
翠

行
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
十
一

年
前
川
細
川
町
付
熊
で
h

御
対
処
に
班
せ
し
め
、
資
永
三
年
八
且
七
十
四
肢
を

以
て
制
限
。
子
孫
務
に
附
裂
す
る
。

モ
ウ
リ
ロ

9
ロ
ザ
エ
モ
ン
毛
利
六
郎
左
衛
門

前
川
利
家
に
仕
へ
て
百
五
十
石
を
受
け
た
。
何
回
長
二

年
授
。

子
孫
制
叙
い
で
務
に
日
へ
る
。

モ
ヲ
シ
ョ
ウ

歎
笑

J
ミ
テ
ツ

モ
ク
Y

ヨ
ウ

米
徹
獣
笑
。

モ
ク
ニ
ヨ

神
的
関
如
。

日:雪
量日

モ
タ
ロ
ウ
ザ
ン
/
ウ
ジ
ン
ジ
ヤ

木

部

山
王
紳
社

珠
洲
郡
に
在
っ
た
。
式
内
等
箇
枇
砲
に
、『
木
郎
山
正

』
チ
コ
ウ
ホ
ウ
モ
タ

ユ
ヨ

八
四
八

別
融
。
木
郎
郷
木
郎
村
銀
座
。
辺
倒
云
。
紅
州
仮
本

山
正
抑
制
刷
。
別
杭
所
鋭
s
凶
王
山
木
郎
司
コ
凶
批
也
。
』

と
但
し
、
ま
た
い
以
苧
ご
年
木
郎
寺
の
閉
口
上
に
掛
れ
ば
、

防
枇
は
天
正
七
年
三
月
七
日
出
火
し
、
邦山間
・部
設

寺
家
出
町
〈
焼
亡
し
て
、
僅
か
に
本
山
町

一
円
ナ
を
残
し
た

と
め
る
。
木
郎
村
は
後
仰
の
悩
泉
寺
村
で
あ
ら
う

が
、
今
は
そ
の
制
限
を
行
せ
ぬ

0
4
モ
タ

ロ
ウ
ジ

木
山出品苛。

モ
ク
ロ
ウ
ジ
木
部
寺

'U
H
r
一
一
年
珠
洲
郡
木
郎

山
一
止
制
批
に
倒
す
る
お
上
に
、
木
郎
智
キ
一
惣
告
と
し

て
、
日
柏
市
尉
寺
村
尚
栄
誉
・時
H
N
村
剛
成
寺
・布
初
村
前
提

附
寺
・上
村
光
明
院
・
不
動
寺
村
不
動
寺
・
包
犬
村
抑

制刷
院
・秋
吉
村
一
治
水
守
・松
拙
出
村
制
宮
曹
が
辿
耕
し
て

ゐ
る
。
こ
れ
ら
は

何
れ
も
関
正
院
と
加
配
す
る
も
の

で
、
木
郎
寺
の
衆
従
で
あ
り
、
阿
山
拭
寺
が
筑
間
刊
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
が
本
坊
で
あ
っ
た
と
見
え
る
o
X氷

山山
山
正
訓
耐
付
承
剛
山
川
町
お
の
式
内
問
守
山
山
枇
但
に
木
郎

郷
木
郎
村
銀
座
と
あ
る
も
の
で
あ
る
が
放
に
、
そ
の

所
在
を
も
と
は
木
郎
村
と
い
う
た
が
、
後
に
本
初
の

寺
蹴
に
よ
っ
て
今
の
如
く
訪
泉
寺
村
に
談
じ
た
こ
と

と
川
口
は
れ
る
。

号
。
ロ
ウ
ダ
ニ
木
郎
谷
珠
洲
柑
松
佐
町
五
か

ら
、
木
郎
川
に
沿
ふ
川
ト
泳
部
訴
を
い
J
。

χ
こ
の

河内
停
に
祢
う
て
宇
間
部
に
川
る
山
道
を
木
郎
越
と
い

ふ。
モ
サ
キ
ピ
ヨ
ウ
プ

議
崎
罵
風

」
ス
ソ
ピ
ヨ
ウ

プ

都

件

M
風。

モ
チ
カ
タ
グ
ミ

一持
方
組

御
持
方
組
は
御
符
弓

組
足
料
と
御
待
問
組
足
料
と
の
総
判
例
で
あ
。、

文
大

組
足
柄
に
お
し
て
之
を
巾
組
足
柄
と
も
い
う
た
。
延

臼
八
年
十
月

H
丸
H
御
符
弓
旧
制
に
小
泉
勘
十
郎
京

民
・
牢

m拙
俊
民
方
、
御
持

m
mに
加
艇
十
左
衛
門

璽
久
が
命
ぜ
ら
れ
、役
料
各
百
五
十
石
山
吋
似
は
っ
た
。


